
令和６年 10月 

制度等の詳細につきましては、担当する課にお問い合わせください。 

おめでとうございます！  

こどもがうまれたら 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

出生届 

受付窓口 

１階 １１番 

 

書類は一括して 

お預かりします 

１階１１番 

戸籍担当 

06-6957-9961 

児童手当 

認定請求（第一子） ２階 2６番 

子育て支援担当 

06-6957-9173 児童手当 

額改定請求（第二子～） 

新生児出生連絡票 

２階２５番 

保健衛生担当 

06-6957-9173 

＜もちもの＞ 

・母子手帳  ・医師記入の出生届 

・家族全員の健康保険証 

・家族全員のマイナンバー（個人番号） 

・手当請求者の預金通帳・キャッシュカード 
※「こども医療証」は、出生児の健康保険証が発行された後に 

2階 28番窓口「地域福祉担当」にて申請を行ってください。

必要書類をセットした 

ベベクロファイルもご利用下さい 


